
 

買いたたき 
（イ）取引数量、納期、材料費、労務費等を考慮し、技術的難易度や工数を適切に

評価した取引価格の設定及び原材料価格、エネルギーコスト等の価格転嫁

関連法規等に関する留意点 

適正な取引を実施するためには、親事業者と下請事業者の互いの利益が損なわれる

ことがないよう、取引価格を決定することが重要である。 

取引製品の単価については、材料費、労務費等の要素に加え、品質や返品の対応な

どの条件を加味しながら親事業者と下請事業者が十分に協議を行い、両事業者が適

正な利益を確保できる程度の合理的な製品単価を設定することが必要である。品質

に応じた対価が保証されることによって、発注先企業に対し、より高付加価値製品

開発のインセンティブを与え、ひいては最終製品の品質向上に資するからである。 

また、原材料価格、エネルギーコスト（燃料費、電気料金）の値上がり、最低賃金

（家内労働法（昭和４５年法律第６０号）に規定する最低工賃を含む。以降同様）

の引上げ等といった外的要因によるコスト増加についても留意すべきである。そも

そも、親事業者においては、社内の技術担当及び調達担当の連携を密にし、製品価

格設定の根拠となる見積書が予定する仕様や発注量を真に反映したものであること

を確認した上で、社内の予算承認を得ることが重要である。加えて、下請事業者に

おいても、親事業者に対し製品を作るために必要な工数や技術的難易度、原材料価

格等を提示することで、適正な取引価格が設定されるように努めることが重要であ

る。 

しかしながら、実際の取引においては、親事業者が下請事業者に対して、技術的難

易度や工数を無視して設定した取引価格での納入を一方的に求めることがある。ま

た、原材料価格、エネルギーコスト（燃料費、電気料金）の値上り、最低賃金の引

上げ等や、環境保護等のための規制強化に伴うコスト増についても、それが親事業

者に認められず、一方的に従来の価格での納入を求められることがある。 

当該取引が下請法の適用対象となる取引の場合には、このように、親事業者が下請

事業者に対して一方的に従来の価格での納入を要求した、又は親事業者の予算単価

のみを基準として一方的に代金の額を定めた場合、下請法第４条第１項第５号の買

いたたきに該当するおそれがある。 



 

そのため、取引価格については、コスト計算等に基づき、下請事業者と親事業者が

十分な協議を行って決定する必要がある。 

（想定例） 

・下請事業者が、技術的難易度が高く、相当の手間もかけ品質の高い製品を生産し

ているのにもかかわらず、親事業者がこうした技術的難易度や工数を適切に評価し

ないまま、下請事業者と十分に協議することなく、従来通りの取引価格での納入を

一方的に求めた。

・下請事業者は、電気・ガス料金等の上昇が企業努力で吸収できる範囲を超えたた

め、エネルギーコストの上昇分を取引価格に反映させたいと親事業者に求めたにも

かかわらず、親事業者は、「自らの納入先が転嫁を認めない」、「前例がない」、

「他社からはそのような相談がない」、「一社認めると他も認めなければならない」

又は「定期コストダウンと相殺する」ことを理由として、下請事業者の求めを十分

に勘案することなく価格を据え置いた。

・原材料費が高騰している状況において、下請事業者は、自社で調達した材料費の

増加分や、最低賃金の引上げがされたことによるコスト増を取引価格に反映するよ

う親事業者に求めたにもかかわらず、親事業者は、下請事業者と十分に協議するこ

となく、一方的に従来通りの価格とし、特に縫製業の場合、取引価格を長く据え置

いている。

望ましい取引慣行 

上記のコスト増に対応するため、今後の経費動向などを踏まえた明確な算出根拠に

基づいて、親事業者と下請事業者が十分に協議を行い、合理的な製品単価を設定す

ることが望ましく、あらかじめ算定の手法等についても合意しておくことが望まし

い。 

親事業者は、下請事業者から労務費の上昇に伴う取引対価の見直しの要請があった

場合には、協議に応じるものとする。特に人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務

費の上昇など、外的要因により下請事業者の労務費の上昇があった場合には、その

影響を加味して親事業者及び下請事業者が十分に協議した上で取引対価を決定する

ことが望ましい。 

電気料金の値上がりについては、電気料金を本体価格とそれ以外（再生可能エネル



 

ギー発電促進賦課金、燃料費調整額等）とを分けた取扱が行われることがあるが、

電気料金は全体の合計金額が電気料金としてコストとなっているため、電気料金全

体の増加を踏まえて価格設定を行う必要がある。 

経費を負担する主体を明確にすることによって、コスト管理能力の向上に資し、ま

た原材料価格、エネルギーコスト等の高騰の影響を最小限に抑えようとする両事業

者の工夫を引き出す可能性があることに留意すべきである。 

また、合意がない事項については、外的要因によるコスト増加が経営努力の範囲内

で対応可能なものであるかについて慎重な検討を行い、経営努力の範囲を超えるも

のについては、適切な転嫁がなされるよう親事業者・下請事業者が十分に協議を行

うことが望ましい。 

なお、十分な相互協議が行われていない場合もあるとの声も根強いことから、サプ

ライチェーン内で一部の企業にしわ寄せが生じることのないよう、適正な価格転嫁

が行えるよう十分な協議に努めるべきである。

また、仮に、十分な協議の結果として一定期間後に元の取引条件に戻すことを前提

に下請事業者が一時的に価格引下げに応じた場合、親事業者はその合意に基づき取

引条件を然るべきタイミングで元に戻すべきことは言うまでもない。

具体的なベストプラクティス 

＜電気料金全体のコスト負担を踏まえ価格を設定している例＞ 

下請事業者は、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額等も含めた実質

的なエネルギーコスト負担について、電力会社の協力の下でデータを親事業者に提

示し、これを基に双方合意の上で価格を設定した。 


